
平成23年９月橋本市議会定例会会議録（第４号）その３ 

平成23年９月14日（水） 

                                           

      

（午前10時45分 再開） 

○議長（井上勝彦君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 この際、中西議員より本一般質問に際し、

参考資料の配付の申し入れがあり、議長にお

いて許可いたしております。資料につきまし

ては、お手元に配付いたしております日程に

従い、一般質問を行います。 

 順番13、８番 中西君。 

〔８番（中西峰雄君）登壇〕 

○８番（中西峰雄君）議長のお許しをいただ

きましたので、通告に従いまして一般質問を

行います。 

 私、今回欲張りまして、４点ございますの

で、手短にやっていきたいと思います。 

 まず、最初は、住民からの要望・要求への

対応についてということで、これは以前に、

平成15年９月あるいは平成18年12月と、２回

既にやっている部分のことも含まれておりま

す。 

 まず、１番ですけれども、いわゆる口利き

規制条例についてでございます。これ、口利

き規制条例、ちょっと聞こえが悪いんですけ

ども、正式に言いますと、住民等からの要望

の文書化と公開についてということになりま

す。これはどういうことかといいますと、市

にはいろんな住民あるいは団体から要望・要

求が来ます。その要望・要求につきまして、

それが正当な要望であるのか、それとも不当

な要望であるのかというのは、その段階では

なかなか判断のしにくい場合が多うございま

す。そうですので、それを文書にしまして、

本人に読み聞かせしまして、そしてそれを後

には公開していこうと、それによって、行政

の公正性・公平性、そして公開性というもの

を確保していこうということであります。こ

れは実際に、全国的には、高知市あるいは千

葉県佐倉市、この辺では、伊賀市、相生市、

じゃなかったか、赤穂か相生、そして広島市

等で条例にはなっておりませんけれども、取

扱要綱・要領などで定められております。こ

れをすることによりまして、行政と住民ある

いは団体、あるいは議員からの不明瞭なやり

とりが防止されると。どんな要望を、あるい

は要求をするのも、これは住民、団体の自由

であります。自由でありますけれども、それ

らが後には公開されますよと、すべて市民の

目に触れますよということで、それがやはり

公正性を担保することになるんだという基本

的な考え方に立っております。これを実は、

当局にもお願いはしたいわけですけども、こ

れは、議員条例でも議会の議員提案でもでき

ます。できれば、議員の皆さまにもご理解を

いただきたいということで今回させていただ

きます。いろんなことがあっても、やはりそ

れが公開されてしまうんだということであれ

ば、そこにおのずと自制というものも働きま

す。特に、議員は口利きをある意味なりわい

としている、そういう存在でありまして、こ

れを規制といいますと悪いことなんですけど

も、逆にその議員が住民の声、団体の声を一

生懸命行政に届けているよということを市民

の皆さんにわかっていただける、「あ、あの議

員さんはこういうことも一生懸命やってくれ

とったんや」ということもわかるわけですね。

だから、ものすごくいい面もある。よく言わ

れるのは、人事関係の口利きというのがあり

ます。まあ、新人さんはともかく、古い議員
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は何人かからそういうお声をいただいたこと

があるんじゃないかなというふうに思います。

私は、その口利きを規制せよというふうには

思いません。大いに口利きをしていただいた

らいい。ただ、その口利きが橋本市のために

なると、「この人物は橋本市のためになるんで

すよ、だから雇ったってくださいよ」、あるい

は「この人本当に生活に困窮してる、困って

るんですよ」と、「もう臨時職員でも嘱託職員

でも何でもいいから、この市でどっか働くと

ころがあったらぜひ雇ったってほしいんです

よ」ということを正々堂々と口利きをすれば

いい。ただし、それは公開されるんですよと

いうことを覚悟してやっていただくというこ

とで、私はいいんじゃないかなというふうに

思っております。 

 これは以前に、総務部長のほうが検討いた

しますということになっとるんですが、その

後どういうふうな、何も検討されてないと思

いますが、今回質問を出させていただいたこ

とによりまして、どういうご回答がいただけ

るか、期待したいと思います。 

 もう一つは、クレーム要求に対しましてど

んな対応をしているんですかと。組織として

一体どういう対応をしているのかということ

をお聞きしたいと思います。担当者がやはり

一番困るんですね。どうして処理していいの

かわからないという場合が多々ございます。

そういう場合にも、やはり上司、そして市全

体として取り組んでいかなければならないん

じゃないかなというふうに思いますので、こ

の点についてお聞きいたします。 

 もう一点でございますけども、これがなか

なか難しい。要するに、相手方との折衝が暗

礁に乗り上げていく場合があります。この議

会でもそうですね、お互いに平行線になって

しまう。これはよくあることです。それぞれ

人は考え方が違います。それは民主主義でも

あります。そんな場合に、いついつまでもず

るずると交渉・折衝を続けていってるという

のが実態であります。そのことによりまして、

職員の通常の業務が著しく損なわれていると

いう事実がございます。ですので、これは、

ある程度一定期間、クレームあるいは要求に

対しまして誠意を持って対応していく、これ

は当たり前のことでありますけれども、一定

期間、そういうことをした後に平行線に陥っ

てしまった、あるいは暗礁に乗り上げてしま

ったという場合には、そこで一旦、その方と

のその問題についての接触は断ち切るという

ことが必要ではないのかなと。これも、担当

職員１人ではなかなか難しい。組織全体とし

てそういう取り組みをしていかなければなら

ないんじゃないかなというふうに考えてござ

います。なかなか難しいとは思いますけども、

どういうふうにお考えかお聞かせ願いたいと

いうふうに思います。 

 そして、２番ですが、これは浄化槽の清掃

料金についての質問でございます。これは、

住民のある方から「この浄化槽の清掃料金、

ずいぶん高いんちゃうんかいよ」というお声

をいただきまして、私はそれまで高いかなと

は思っておって、自分とこも浄化槽を使って

おるもんですから、まあしゃあないかみたい

な感じでおったんですけれども。「あ、わかり

ました。いっぺん調べてみます」ということ

で調べ始めました。結構、なかなか奥が深う

ございます。 

 まず一点は、浄化槽の管理というのは、基

本的にその設置者、個人が管理することにな

っています。これは、法で定められています。

１年に１回の清掃をしなければ、今は県から

市に管理が移管されておるわけですけども、

それをしなければ市が勧告しなさいよと、そ

うしなければ罰金刑というのもあります。そ

ういうことなんです。ところが、これは実際
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ザル法になっていまして、何のチェックもで

きていない。これも私、ある方から相談を受

けて、近所の浄化槽が、どうも全然清掃して

いなくて臭うんだと、何とかしてほしいんだ

という相談を受けたことがあります。担当課

のほうに言いまして、大分時間かかりました

けども清掃していただきました。これについ

ても、やはり何らかの対策を考えるべきでは

ないのかなということです。 

 もう一点が、し尿のくみ取り料金は、条例

で定められております。ところが、浄化槽汚

泥の清掃、くみ取り料金については、条例で

は定まっておりません。だから、業者が決め

ています。これはなぜですかと、条例で制定

はできないんですかということです。若干、

私も調べた範囲で言わせていただきます。ま

ず、このし尿というのは一般廃棄物です。廃

棄物の処理及び清掃に関する法律で、し尿等

は一般廃棄物になっています。一般廃棄物は、

市町村が収集処分しなければならないという

ふうに廃棄物処理法では決まっております。

もう一点は、これはまあそういうふうに決ま

っておるということだけ言っておきましょう。

時間かかりますのでね。再質問でやらせてい

ただきます。何でし尿は条例で決まっておる

のに、浄化槽は決まってないんかなというこ

となんですね。同じ一般廃棄物であるのにで

す。 

 もう一点が中心なんですけども、本当に住

民の素朴な声やと思います。もう、これだけ

世の中がデフレの時代になって、収入も伸び

ない、むしろ下がっていく中で、浄化槽の清

掃料金だけは下がらない。それともう一点、

私の資料の中で調べさせていただいたことで

言いますと、し尿の処理代と浄化槽の処理代

をリッター当たりあるいは重さ当たりで比べ

ますと、約1.4倍から２倍の開きがあります。

それは、お手元の資料を見ていただいたらわ

かると思います。何でこんなに差があんのよ

と。それで、橋本環境管理センター、学文路

のし尿処理場に持っていって処分するときの

業者さんが支払う費用は同じです。それで、

「何でなんよ、おかしいんちゃうの」という、

住民の本当に素朴な声やと思います。そんな

中で、やはりどうも直感的に言っても、この

浄化槽の清掃料金というのは何とかなるもん

じゃないのかなということで、問わせていた

だきたいと思います。 

 三つ目いきます。三つ目は、皆さんご存じ

のとおり、６月の総務委員会でも報告をされ

たそうです。私、ちょっと聞いていなかった

んですけども、その中で、ご存じのように県

の指導のもとに計画をされておりました紀北

ブロックの広域消防課というものがとんざし

ました。それ以降、６月の議会での総務委員

会での報告以降、市の方針というのをお聞き

しておりませんので、聞かせていただけます

か。今後、一体どうするんですかと。もう、

既に合併してから５年たちます。10億円のお

金が伊都消防のために使われています。これ、

本当は合併のときにきちっとしておけば、少

なくともこれまででも５億円ぐらいのお金は

浮いてきとるわけですね。それが消えてしま

っていると。しかも、２消防本部体制が続い

てしまっているということになっています。

これは、できるだけ早くしなければならない。

それと、もう一つ言いますと、最初から私は

消防の関係者にも皆さんにも言うてました。

二つの消防を一つにようせんのに、五つの消

防を何で一つにようできるのよと。結果は、

言うとったとおりになりました。そのことは、

伊都消防は広域組合ですので、うちの意思だ

けではなかなか決まらんと、難しいという事

情はありますけど、やはりそれには、市当局、

そして私ども議会も含めまして、何としても

この二つの消防本部体制を解消しなければな
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らないという強い気持ちが足らなかったんじ

ゃないかなというふうに、私自身もまた反省

しているところでございます。いずれにして

も、先日も防災に関しての質問ございました

けども、この２消防本部体制というのは、災

害のときにも大きな問題となってくるという

ふうに思いますので、聞かせていただきたい

と思います。 

 もう一点、次いきます。時間があまりない

ので。４番は、文化スポーツ振興公社の将来

についてということであります。この質問を

させていただこうと思った動機は、高野口の

産業文化会館の指定管理のときに、相当この

議会で、ここに今もういらっしゃらない方も

何人かいらっしゃいますが、相当激しい議論

がありました。なぜ、競争入札にしないのか、

なぜ文化スポーツ振興公社に随意契約するん

だという議論がありました。私は、ここで皆

さんにも知っていただきたいことは何かとい

いますと、文化スポーツ振興公社は100％橋本

市の子会社であると、橋本市が設立して橋本

市が持っている子会社なんですね。それで、

この子会社が赤字が出ますと、どうなります

か。最終的には、橋本市が持たなければなら

ない。ですから、確かに、指定管理は民間の

知恵を活用するということで、競争入札が原

則ではあろうと思います。しかし、この文化

スポーツ振興公社、これ今、現実に８人の正

職員がいらっしゃいます。この方々のお給料

を払っていかなければなりません。そんな中

で、民間活力を活用しなければならない、平

等に入札しなければならないという考え方で、

物事を進めていきますと、文化スポーツ振興

公社が立ち行かなくなってしまうという、そ

れの最終的な赤字は、国民宿舎紀伊見荘もそ

うですけど、市民が持たなければならないと

いうことになります。ですから、はっきり言

いますと、橋本市と文化スポーツ振興公社は

一心同体であると言うてもいいと思います。

そんな中で、やはり市としては、文化スポー

ツ振興公社にも一生懸命経営努力はしていた

だかなければならないし、できる限り自分た

ちで営業をやっていける、市に依存しなくて

も、依存しなくてもというのは、つまり経営

的にやっていけるような努力はしていただか

なければならない。しかしながら、市も文化

スポーツ振興公社とともに、成り立つ方法を

一生懸命考えていかなければならないんじゃ

ないかなというふうに思っております。この

文化スポーツ振興公社の問題は、将来におい

ては、どうしても立ち行かなくなるという場

合も想定しておかなければならないかなとい

うふうには思っています。そのときには、そ

のときにきちっとやはり清算手続きに入ると

いう事態が必要になるかもしれませんが、そ

ういうことを含めて、この問題について基本

的なお考えをお聞かせいただきたいというふ

うに思います。 

 これをもって、壇上での質問を終わらせて

いただきます。 

○議長（井上勝彦君）８番 中西君の一般質

問に対する答弁を求めます。 

 理事。 

〔理事（吉田長司君）登壇〕 

○理事（吉田長司君）はじめに、住民からの

要望・要求への対応についてお答えいたしま

す。 

 まず、最初に口利き規制条例についてでご

ざいますが、以前にも口利き文書化と公開に

ついてご提言をいただき、本市情報公開制度

の趣旨からも、個人情報以外のものについて

は原則公開すべきという考えのもと、検討し

てまいりましたが、いまだ実施に至っており

ません。しかしながら、透明性を持った市政

運営という観点、議員活動についての住民理

解という観点から重要な課題と考えています
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ので、引き続き検討してまいります。 

 次に、住民等からのクレームや要求に対す

る組織としての対応についてのおただしでご

ざいますが、住民等から口頭、電話、ファク

シミリにより、回答要求を受けた場合は橋本

市文書取扱規定に基づき、電話等連絡票を作

成し、事務処理をしています。また、本市で

は不当要求行為等の防止に関する要綱、不当

要求行為等の防止に関する手引きを作成する

とともに、36名の不当要求防止責任者を選任

し、市としての対応体制を構築の上、各種要

求、クレームに臨んでいるところです。なお、

不当要求防止責任者については、毎年度、和

歌山県公安委員会主催の不当要求防止責任者

講習会に出席し、具体的対応方法についての

研鑽に努めています。しかしながら、この手

引きに基づく案件の処理はこれまで１件もな

いのが現状でございます。議員おただしのと

おり、住民からの執拗なクレーム、要求が増

えているのは事実で、面談や電話に割く時間

が増えてきております。これは、全国的な傾

向だと思いますが、時には非常に理不尽な要

求もあり、その対応のために業務の運営に支

障を来すこともあります。本市では公僕とし

ての立場から、法律、ルール等にのっとった

業務運営を遵守すべく粘り強い説明・説得に

努めているところですが、一定の説明責任を

果たした上で、了解が得られない場合の市と

しての対応方法について、今後実情を整理し、

対策を協議してまいりたいと思います。ご理

解のほど、よろしくお願いいたします。 

 次に、文化スポーツ振興公社の将来につい

てのご質問にお答えいたします。 

 はじめに、文化スポーツ振興公社の設立に

至った経緯を簡単にご説明いたします。旧橋

本市では、昭和51年から民間デベロッパーに

よる大規模住宅開発が進み、大阪のベッドタ

ウンとして人口が急激に増加しました。これ

を背景に、市民生活に直結した都市基盤の整

備をはじめ、生活環境施設、文化スポーツ・

レクリエーション施設などの整備を進め、特

に橋本市運動公園は、平成３年度に市民プー

ルが供用開始となり、以後順次テニスコート、

多目的グラウンド、県立体育館の整備を進め

てきました。社会情勢においては、高度情報

化、高齢化そして国際化社会への流れが勢い

を増し、市民生活においても自由時間の増大

や価値観の多様化など、急速な社会情勢の変

化が進みましたが、バブル経済崩壊後、日本

経済の急激な悪化により、市の財政状況にお

いても市税収入などが減少し、早急な財政健

全化が求められ、さまざまな行財政改革に取

り組みながら今日に至っております。こうし

た財政状況を背景に、行政での文化・スポー

ツ・レクリエーションの施設の維持管理の継

続が非常に困難となり、また、これら施設の

効果を十分に発揮されるためには民間的な経

営感覚の導入及び独創的な発想が求められ、

効率的かつ効果的な施設の活用が必要である

との考えから、その受け皿として、平成９年

７月に市の出資法人、財団法人橋本市文化ス

ポーツ振興公社が設立され、これまで文化・

スポーツ・レクリエーション施設の維持管理

や運営を当公社に業務委託してまいりました。 

 しかしながら、平成15年９月の地方自治法

一部改正により、公の施設の設置の目的を効

果的に達成するために必要があると認められ

るときは、条例の定めるところにより法人そ

の他の団体であって当該普通地方公共団体が

指定する者に当該公の施設の管理を行わせる

ことができるという指定管理者制度に関する

事項が明記され、本市においても多くの施設

に当該制度を導入し、民間等のノウハウを取

り入れた施設の管理運営に取り組んでいます。

地方自治法の一部改正が行われるまでは、橋

本市文化スポーツ振興公社は、市の外郭団体
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として文化・スポーツ・レクリエーション施

設の維持管理や運営業務の受託先として、市

にかわりさまざまな市民サービスの提供を行

ってまいりましたが、指定管理者制度の導入

後、当該制度に対応すべき競争力の強化が求

められることになりました。このことから、

橋本市文化スポーツ振興公社としても市の

100％出資団体であることに安心せず、自らの

競争力を養うことが求められています。当該

公社自身が持つ特性、自主性及び自立性を生

かし、適正かつ円滑な運営実施を基本方針と

し、さらに企画力・経営力を身に付け、市民

から高い評価を得られるよう努力を求める考

えです。市としましては、公社自らの取り組

みにあわせ、公社を助言指導する立場から緊

密に連携しながら、市民サービスの向上と効

率的な施設運営に努めてまいりますので、ご

理解のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（井上勝彦君）市民部長。 

〔市民部長（井浦健之君）登壇〕 

○市民部長（井浦健之君）議員おただしのと

おり、単独浄化槽、合併浄化槽の維持管理、

保守点検、清掃、水質検査につきましては、

設置者の責任において実施することとなって

います。かねてから、市内で設置されている

浄化槽について適正管理されていないものが

あり、橋本保健所と連携し、指導を行ってき

たところでありますが、この浄化槽の設置届

及び維持管理に関する事務について、平成22

年度より県からの権限移譲により本市が行う

こととなりました。このことを受けて、本市

では平成22年度より市内浄化槽設置者に対し、

適正管理の指導及び啓発を順次行っていると

ころです。今後は、浄化槽の維持管理を怠っ

た者については、浄化槽法により罰則規定も

あることを周知し、適正管理について周知徹

底を図ってまいります。 

 次に、料金の条例制定でありますが、くみ

取り料金につきましては、市直営でのくみ取

りがあるため、地方自治法第228条の規定によ

り制定しておりますが、浄化槽のくみ取り、

清掃につきましては、橋本保健所より平成６

年６月28日付で廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律の運用について、し尿の収集、運搬の

すべてを許可業者に行わせているにもかかわ

らず、当該収集運搬に係る料金を条例等で定

めている事例があれば、適切な措置を講ずる

ようにとの通知があり、本市においても直営

ではないため、手数料条例の制定はできない

のでご了解願います。 

 次に、リッター当たりの単価が、し尿と比

べて高過ぎるとのことでありますが、浄化槽

の場合、ただ単にくみ取るだけではなく、清

掃等作業も含めての料金であると考えていま

す。また、近隣市町と同等程度であり、本市

における浄化槽清掃手数料が突出して高額で

あるとは言えないと思っております。 

○議長（井上勝彦君）消防長。 

〔消防長（神谷重廣君）登壇〕 

○消防長（神谷重廣君）一つの市に二つの消

防本部の解消についてのご質問にお答えしま

す。 

 平成18年３月、橋本市・高野口町の合併に

伴い、本市には二つの消防本部が存在するよ

うになりました。これまで、この問題につき

まして幾度かご質問があり、その解消策とし

まして、二つの方策を実行してまいりました。

一つは、かつらぎ町、九度山町との１市２町

の広域化でございます。いま一つは、岩出市、

紀の川市、高野町、そして紀美野町を加えた

３市４町の広域化でございます。 

 まず、１市２町の広域化は、平成18年度の

市町合併以来協議してまいりましたが、平成

20年５月和歌山県消防広域化推進計画が策定

され、これに基づく紀北地域の３市４町の広

域化の計画が進んでまいりました。このよう
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な状況の中で、紀北地域の消防広域化を優先

し、平成23年３月１日に消防広域化協議会設

立準備会を設置しました。５消防本部から計

５名の常勤職員を担当させて広域化の事務を

進め、平成23年５月26日には、紀北地域の消

防広域化協議会を立ち上げる予定となってい

ましたが、「県内一つの広域化で進むべき」な

ど、新たな意見が一部の首長から出され、消

防広域化協議会設立を延期せざるを得なくな

りました。この後の７市町長が善後策を協議

する中でも、広域化の方向性が見出せない状

況となっています。本市は、紀北地域３市４

町の消防広域化を進めるのが最善の策として

進めてまいりましたが、この状況下では大変

厳しいものがあります。ただ、本市消防の変

則体制を解消することは急務であることから、

原点に戻り、かつらぎ町、九度山町との１市

２町の消防広域化を進めるため、関係機関と

の調整を密にし、消防広域化を進めていくべ

きと考えます。 

○消防長（神谷重廣君）中西議員のご質問で

すけれども、現在、紀北ブロックの協議会に

ついては延期ということで、きちっと結論が

出ておりません。ただ、他市の首長につきま

しては、この異議を唱えた以外の、伊都とは

良好な関係に今はあろうかと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（井上勝彦君）８番 中西君。 

○８番（中西峰雄君）消防については、私は

前々から言うておったのは、紀北ブロックも

話が合うのであれば進めたらいいし、いいけ

れども、橋本と伊都消防との２消防の統合の

話もぱらで進めていってはいかがというふう

に言うてました。それはまあ、無駄になるこ

とかもしれませんけど、そういうふうに本来

すべきやったということだけ言わせていただ

きます。それはそれでよろしくお願いします。 

 もう一つ、順番的に言いますと、文化スポ

ーツ振興公社の件です。文化スポーツ振興公

社の件なんですけども、ここで一点だけ端的

にお答えいただきたいのは、やはり市と文化

スポーツ振興公社は、今のところ一心同体に

あるんだと、そういう認識をしっかりしてい

ただいているか、いただいてないのかという

こと。それと、もう一点は、文化スポーツ振

興公社が独自性を持ってやっていただいてる

んですけども、どうも市とのコミュニケーシ

ョンが悪いといいますか、本社の意向になか

なか沿っていただけないところがあるという

ことにつきまして、今後、文化スポーツ振興

公社にどういうふうな姿勢で臨んでいくのか

ということ。もう一点は、やはり文化スポー

ツ振興公社にも当事者意識を持っていただい

て、どこにも負けないだけの経営をしていた

だかなければ、将来解散ということもあり得

るんだよということもきちっと言っていただ

いているのかどうか、この点だけ、もう時間

がないので、端的に三つお答えください。 

 ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（井上勝彦君）８番 中西君、再質問

ありますか。 

 ８番 中西君。 

○８番（中西峰雄君）順番、まずは消防のほ

うからいきたいと思います。消防のほうで原

点に戻っていただけるということなんですけ

ども、この点につきまして、この話がそもそ

もぽしゃった大きな理由は、首長の中の話が

まとまらなかったということがございます。

今回の紀北ブロックもそうです。ですから、

この今原点に戻ってというところなんですが、

他町との意見の調整というのはどうなってお

りますでしょうか。まだ、多少は前向きな方

向になっておるんでしょうか。 

○議長（井上勝彦君）８番 中西君の再質問

に対する答弁を求めます。 

 消防長。 
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○議長（井上勝彦君）理事。 

○理事（吉田長司君）文化スポーツ振興公社

と市の今の関係でございますけど、確かに運

営の中でちょっと、評議委員会、理事会の中

でトラブル的な議論があったのは確かでござ

います。現在のところににつきましては、や

はり方針を決めるのは、市と文化スポーツ振

興公社の中で考えていかなければいけないと。

それと、指定管理の中で、県立体育館につい

て特に、県立体育館の業務をやっているとい

うことがかなり大きゅうございます。それに

ついては県のほうが市への指定管理じゃなし

に一般でしたいという考え方がございますの

で、そのときに、５年間の指定管理を受けて

いますけども、そのときに万が一受けられな

かってもいけるような体制づくりもしていか

なければいけないし、言われていましたお金

の問題もありますけれども、８人の正職員の

こともございます。そういうことで、体制を

含めてそういうことをしていかなければいけ

ないということで、現在のところは市と文化

スポーツ振興公社で先にそういう議論を、や

っぱり綿密な議論をしていかなければいけな

いということで、現在そういう形の議論を始

めているところでございます。それと同時に

産業文化会館、こういう施設につきましては、

指定管理の最たる施設だろうかと思いますけ

れども、これにつきましても他のところが来

ても勝ち抜けるような形、そのときになって

みなければわからないですけども、特命でで

きるかできないかも含めて考えていきたいな

と考えてございます。そのためには、実績は

残していかなければいけないと、それだけの、

文化スポーツ振興公社に頼んでええんだとい

う皆の理解が得られるような実績を残してい

かなければいけないということで、そういう

形でかかわっていっております。 

 ということで、そういう形で文化スポーツ

振興公社につきましては、市としましては設

立当初の考え方から変わってございません。

ただ、委託から指定管理に変わっている中で、

今後どないしていくかということを、文化ス

ポーツ振興公社がやらなければいけないとこ

ろはやっていただく、市として文化スポーツ

振興公社じゃなしに、条例改正の考え方とか、

料金の考え方いうことで条例改正を伴ったり、

設置条例、管理条例に抵触するようなところ

については、市が主体的にやっていかなけれ

ばいけないということもありますので、そう

いうことで市と文化スポーツ振興公社につき

ましては、今後綿密に協議しながら進めてい

きたいというふうに考えております。 

○議長（井上勝彦君）８番 中西君。 

○８番（中西峰雄君）今、県立体育館の話が

出ましたけど、県立体育館の話をしますと長

くなります。ただ、おっしゃられたように、

県立体育館は、県としては一般競争入札をし

ていきたいんだということで、もしこれが市

がとれないということになってきますと、文

化スポーツ振興公社の経営が大変危機に陥る

ということも踏まえて今後やっていただけた

らと思います。これは要望しておきます。 

 次に、まず逆に、浄化槽の件について言い

ます。これは、先ほどちょっとお聞きします

と、保健所のほうから指導が来たと、それは

ある市が条例で定めてあって、地裁で敗訴し

たということがあるようです。ただ、敗訴し

たということが私もよう、地裁段階で敗訴、

和解かどちらかですけども、よくわかりませ

ん。というのは、この法律を読んでみますと、

どこにもそういうことはないんです。廃棄物

の処理及び清掃に関する法律、それから地方

自治法で言うと、定めてはいけないなんてい

うこと、どこにも書いていないんです。逆に

言いますと、廃棄物の処理及び清掃に関する

法律ではこういうふうになっています。廃棄
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物の処理及び清掃に関する法律の12条でちょ

っと略して言いますが、廃棄物収集運搬業者

は、当該市町村が地方自治法第228条第１項の

規定により、条例で定める手数料の額を超え

る額を、料金を受けてはならないと。条例で

決める額を超えてはならないのだということ

になっているということは、これは条例で決

めらなしゃあないということなんですね。地

方自治法は、要するに使用料とか手数料とか

については、条例でこれを定めなければなら

ないということです。こういうことがあるの

で、一審敗訴ということなんですが、法律上

大変疑義のあるところかなというふうに思っ

てございます。それはまあ、論争言うてもし

ゃあないんで、今後また検討していきたいと

思うんですけども。 

 もう一点は、実際に定めているまちがある

んですね。これは部長のところには、私が調

べた資料をお渡ししてますけども、ちょっと

ご紹介します。熊本市。熊本市は、これは浄

化槽保守点検業者の登録等に関する条例で、

条例の規則の中で、「浄化槽清掃業者は、料金

その他の営業に関する規定を定め、市長の承

認を受けなければならない、これを変更する

ときも同様であるとする」と。もしも、法律

違反であるならば、この条例は法律違反です

な。ところが実際存在しています。もう一点、

何箇所かあります。羽島市もそうですね。羽

島市は、許可をするときの申請書の添付書類

として処理料金を記載した書類をつけなけれ

ばならないという条例になっています。ある

いは、千葉県稲敷市というところですが、こ

こも同じように添付書類の中で処理料金の記

載を求めております。部長のおっしゃるよう

に、これが全くの法律違反であるならば、こ

の条例は、今例として申し上げた３市の条例

は明らかに法律違反であります。ですので、

ここの解釈はまたあれですけども、法律的に

言っても、県の保健所のほうから来た資料と

いうのが法的に正しいかどうかというのは甚

だ疑わしいというふうに言わざるを得ないの

かなというふうに思います。 

 もう一点いきます。管理についてです。管

理について、やっぱり市は、本来は個人の管

理責任ですね。管理責任なんですが、ところ

が、世の中なかなか皆さん規則を守る人ばっ

かりじゃないんで、申し上げたような事例が

発生します。それを防ぐためには、先ほど私、

県から移管と言い間違えて、移譲を受けてい

るのは市ですよね、この管理について。です

から、これについてやはり何らかの対策をし

なきゃならんと、啓発もいいんですけどね、

この前も部長のところに資料をお届けしてい

ます。よそのところでは、業務報告書という

ものを毎月提出させているところがございま

す。業務報告書をチェック入れていけば、ど

の浄化槽が適切に清掃されてないのかという

のがつかめるわけですね。だから、やはり業

務報告書というものも考えていく必要がある

んかなというふうに思っております。 

 それと、料金で言います。これも、もう部

長には既に申し上げていますけどもね。まず、

近隣と同等であると、じゃあ、それは適正価

格なんでしょうかという疑問なんですね。じ

ゃあ、適正価格って何ですかというと、私ど

もの社会は資本主義、自由主義経済社会でご

ざいます。その中では、市場機能の中で形成

される価格が適正価格というのが大原則でご

ざいます。つまり、市場競争、市場メカニズ

ムの中で形成される価格が適正であると、こ

れが原則です。ところが、このし尿あるいは

浄化槽の仕事につきましては、市場機能が十

分に働いているというふうには考えにくい、

そういう市場でございます。そういうときに

は、市場原理に任せることはできない、そう

しますと混乱も起きますということで、許可
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業者になっとるんですね。じゃあ、そのとき

にどう考えるかというと、要するに経費です

ね。その仕事をするのにどうしても経営上必

要な原価に適正利潤を乗せたもの、これが適

正価格という考え方ですね。これは、松下電

器の松下幸之助さんの考え方でもありました

けどね。私は、今申し上げましたように、市

場機能がやっぱり十分に働きにくい場だと、

市場だということを思いますと、原価に適正

利潤を乗せたものが適正価格ではないかなと

いうふうに思います。そのためにも、じゃあ

何ぼ経費かかってるんよと、じゃあ何ぼ売り

上げがあるんよということを今まで市はつか

んでないでしょう。ほかの市町村もつかんで

ないんですよ。それで、周辺と一緒ですよと、

これは適正価格かどうかわかりません。じゃ

あ、これもちょっとその辺どない考えるのか

聞きたいんですけどもね。 

 もう一点言いますと、いろいろ調べました、

もう調べまくりました。そうしますと、先ほ

ど申し上げました稲敷市、ここは料金出とる

んですよね。本市の場合は、だいたい一番多

い５人槽、７人槽で、５人槽で３万5,000円弱、

７人槽で４万円から４万5,000円、それが相場

です。それに対しまして、まず釧路市、これ

はホームページに載っているんですけど、５

人槽で２万6,600円、７人槽で３万5,900円で

す。稲敷市、これは資料にも書いております

けども、５人槽で２万1,000円、７人槽で２万

4,000円ということになります。何でこんな差

があるんよと、同じ日本国内で、まあ地域に

よって多少違うのはわかるんですけど、かな

り大きな差がある。何なんよということでね。 

 僕はやっぱり住民の意識から言うと、本当

にこれ高いという気持ちわかるんですよ。今

までくみ取りでやってた料金と比べてもめち

ゃくちゃ高いと。それでね、皆さん生活豊か

な方もおるけども、貧乏な方もいっぱいおる

わけで、そんな中でこの料金というのはやっ

ぱり下げてほしいなと。本来、これは公共料

金なんですよ。本来これは市が、ごみと一緒

ですわ、ごみも委託しています。これは本来、

市がしなければならない仕事で、委託でもで

すね、河内長野市は、たしか委託になってい

ると思います。そういう料金について市が何

にもつかんでない。僕聞いてきましたけど、

これ、市内の料金何ぼぐらいですかて、だい

たいしかわかりませんねん。周辺の金額、だ

いたいしかわからない。そんな状態でね、お

かしいんじゃないですかということなんです

ね。だんだん、時間の使い方が悪くて時間が

なくなってきましたけども。 

 そこで、お尋ねいたしたいと思います。ま

ず、一つはごみは委託になっているんですが、

まあこれいろいろ歴史もいきさつもあって、

聞いてもしゃあないのかもしれませんが、な

ぜ、これは委託じゃないんでしょうかという

ことです。これ、ちょっと聞きます。 

○議長（井上勝彦君）市民部長。 

○市民部長（井浦健之君）ごみの収集につい

ては委託があって、ただし、し尿なり、浄化

槽については、許可になっているのはなぜか

といったご質問だったと思うんですけど、環

境省のほうへ問い合わせをいたしました。国

の考えは、委託でも許可でもどちらでもよい

といった考え方であります。ただ、あくまで

も、一般廃棄物処理基本計画の位置付けがど

うなっているのかということが、大きなポイ

ントになるということでありました。そんな

中で、平成20年３月に本市が策定をしており

ます生活排水処理基本計画の中で、し尿及び

浄化槽汚泥については、委託業者によって行

っていくという形になって、定めております。

それに基づいて、現在、直営分を除いたし尿

のくみ取り及び浄化槽汚泥の清掃等につきま

しては許可という形をとっておるということ
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でございます。 

 以上でございます。 

○議長（井上勝彦君）８番 中西君。 

○８番（中西峰雄君）それはまあ、じゃあそ

ういうことで聞いておきます。ちょっとうま

く詰められないんですけども、正直言って、

この価格がなぜこんなに高いんかなと、他市

の例からもこういう値段でやっている、先ほ

ど申し上げたような例でやっている市もある

んです。というところは、やはりもっと考え

ていかなければならないんじゃなかなという

ふうに思います。特に、思いますのは、収集

運搬につきまして、生活排水処理基本計画の

中でもうたっておりますけれども、合理的そ

して効率的な処理を行っていくということを

うたっていただいてるんですが、実際そうな

ってないんじゃないかなというふうに思うん

ですね。というのは、よその例を見ますと、

地区割りをしまして、その地域について日も

定めて集中して収集をしているところもいく

つかあります。もう一点は、バキュームカー、

車の容量なんですけども、だいたい本市の場

合は台数がものすごい多いですよね。22台あ

る。21台かな、21台あります。これはあれ、

多いと思う。２トン車と４トン車とそれから

８トン車というのがありますけれども、その

辺の組み合わせも大変悪いんじゃないかなと

いうふうに感じます。それで、私ばっかりし

ゃべっておってもしゃあないんで、やはりこ

の料金については、調査をして、あるいは収

集運搬方法につきましても、もっと効率的な

収集方法があるんではないかなという立場に

立って、これを見直していって、その金額を

下げていただきたいなと思っています。その

点についてお聞きしたいんですが。 

 その点の前に一言だけ言っておきます。値

段の、価格の比較なんですけども、まず素朴

な疑問として、私が思うのは、今、橋本市の

ごみの収集運搬の委託料、これは約１億7,000

万円から１億8,000万円です。これ、全市です、

全市。それで、このし尿収集そして浄化槽清

掃にかかっているコスト、これは、安いし尿

のくみ取り料金で浄化槽の料金も計算したと

しても、２億3,000万円ほどかかっています。

これはやっぱり、いかにも高過ぎるんじゃな

いかなと。しかも、もう一点として言います

と、下水道が、約半分下水道なんですよ、こ

のし尿そして浄化槽を使っているのは、住民

のうちの半分の世帯しかない。それでごみ収

集のコストよりもはるかに高いコストがかか

ってしまっているというのは、素朴な疑問と

して、何なんよということなんで、この点に

ついて、この収集運搬あるいは価格について、

改善をしていっていただきたいと思いますが、

ご答弁願いたいと思います。 

○議長（井上勝彦君）市民部長。 

○市民部長（井浦健之君）まず、先ほどの質

問の中で、釧路市の例とか稲敷市の例を議員

のほうから言われておったわけですけども、

どちらの市も浄化槽の清掃料金については条

例で定めていないということです。ただ、釧

路市につきましてはホームページに載ってお

るということですけども、これは平均値を出

して参考に市民に周知をしておるというふう

なことでございました。それと稲敷市につき

ましては、業者間の協議によりまして料金が

均一化になっているといった状況らしいです。

そういうことで、料金を記載させる理由とし

ては、いわゆる浄化槽汚泥なりし尿くみ取り

については任意価格であるので、確認の意味

を込めて記載をしていただいているといった

ことをお聞きしております。私どもといたし

ましても、市が許可を行っておりますので、

その収集料金について、いくらになっとるん

かということがきちんと把握しておらないと

いうことで、これはいかがなもんかなという

－141－ 



ように思っております。今後、料金の記載も

含めて一度検討をさせていただきたいという

ように考えております。 

 以上でございます。 

○議長（井上勝彦君）８番 中西君。 

○８番（中西峰雄君）じゃあ、これ、結構奥

が深いですね。歴史もいきさつもいろいろご

ざいますし。業者とのやりとりもありますし。

下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の

合理化に関する特別措置法の絡みもあります

し。なかなか難しいのはわかっていますが、

ぜひ、やはり住民の負担をできるだけ軽くし

ていくというのは、行政の責任でございます

から、一般廃棄物の処理は市の責任なんです

よね。だからもう、公共料金と言ってもええ

ものなんですよ。しかも、私が申し上げまし

た、参考価格で２市は挙げているということ

ですけども、安いでしょう。ホームページは

ね、出てるということはほぼその価格なんで

すよ。それでやっているんですよ。できてい

るんです。そのことも踏まえて、やはりもっ

と積極的に効率化、そして料金も下げられる

ように努力してほしいと思います。要望して

おきます。ちょっと時間がなくなってきまし

た。 

 まず、１番に戻りますけども、口利きにつ

いては前向きに検討してください。これ要望

しておきます。 

 もう一点、暗礁に乗り上げた場合に、担当

者は組織から、上からきちんと、もう接触を

断ちなさいということを指示いただけなけれ

ば、その接触は断ち難いんです。だから、担

当者、係長、課長、部長そして上は副市長か

ら市長まで、上からはっきりとしたそういう

指示を出していただきたいと思いますが、い

かがですか。 

○議長（井上勝彦君）理事。 

○理事（吉田長司君）不当要求的な話だと思

います。それにつきましては、特に多いのは、

担当者よりもどちらかといいますと、課長以

上のところに来る話が多いです。それと、検

討しますと言いましたけど、考えていきます

と言いましたけど、難問については１人で対

応しないとか、場所についても考えていくと

いう形のものもこれからいろいろ議論して、

していきたいというふうに考えてございます。

そういうことで、ケース・バイ・ケースでご

ざいますけれども、できるだけ複数で対応す

るとか、そういうふうにいろんな具体的な方

法を考えていきたいと考えてございますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（井上勝彦君）８番 中西君。 

○８番（中西峰雄君）私が聞きたいのは一点

です。基本的に、こういうケースについては、

接触を一旦断つという基本方針を持っていた

だけますかということです。 

○議長（井上勝彦君）理事。 

○理事（吉田長司君）基本的な考えは同じで

ございます。ただ、説明不十分やと言われる

場合もございますので、考え方として、理不

尽なことについては断っていくという考え方

で進めたいと思います。 

○議長（井上勝彦君）８番 中西君。 

○８番（中西峰雄君）しつこいようですけど、

僕、理不尽とは言うてないです。世の中には、

いろんな考え方の人がおるんですよ。その人

の言うとることは、その人の正義なんですよ。

ところが、その人だけの行政じゃないでしょ

う。だから、市の考え方と食い違う。そこん

ところは、僕はクレームも大事なことやと思

うんですよ。行政にものすごく役に立つこと

もたくさんあります。だから、理不尽という

言葉はちょっと控えていただきたいなという

ふうに思います。そういうケースもある、平

行線になってしまうケースもあるんで、その

場合はそういうふうにするということでやっ
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ていただきたいなと思います。 

 これで終わります。 

○議長（井上勝彦君）これをもって、８番 中

西君の一般質問は終わりました。 

 この際、午後１時まで休憩いたします。 

（午前11時46分 休憩） 
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